
京都市動物愛護行動計画の策定について 

 

 京都市動物愛護行動計画（以下，「行動計画」という。）については，平成３０年

度末をもって１０年間の計画期間が終了することから，今年度，平成３１年度以降

の行動計画を以下のとおり策定する。 

１ 背景 

 ⒧ 国（環境省）の動向 

 動物愛護管理法については，平成３０年度を目途に改正，施行される予定で

あったが，熊本地震の影響等から法改正が遅れており，さらに，議員立法であ

ることから法改正のスケジュールの見通しが不透明である。 

 また，法改正後に検討される「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に

推進するための基本的な指針（以下，「基本指針」という。）」についても，今年

度中の公布の見通しが立っていない。 

 ⑵ 京都府の動向 

 京都府は，市域を含む府域全体を対象とした京都府動物愛護推進計画（以下，

「府計画」という。計画期間：平成２６年度から３５年度）を策定している。

府計画の取組内容や計画期間は基本指針を根拠としているため，基本指針の公

布後に府計画の中間見直しを行うこととしている。 

２ 行動計画の策定方針 

⒧ 府計画は動物愛護管理法第６条により策定が義務付けられたもので，市域も

対象とするものである。このため，行動計画は，市内の地域事情を考慮し，ま

た，保健所設置市であることも踏まえ，府計画の具体化又は補完として，府計

画には明記されていない市独自の取組を示すものとする。 

⑵ 一方，京都動物愛護セ 

ンターが府市協調の象徴 

として，府市協働により 

設立，運営されてきた実 

績を踏まえ，府市共通の 

理念や目標を掲げること 

とする。 

ア 動物愛護行政におけ 

る府市共通の理念であ 

る「京都動物愛護憲章」 

を柱として，その実現 

に向けた施策や取組を 

掲げる。 

イ 京都動物愛護センターを拠点として実施する府市共通の取組や目標につい

て行動計画に掲げる。 

資料３ 



ウ 計画期間については，現行の府計画に合わせ，平成３１年度から３５年度

までの５年間とする。 

⑶ 行動計画は今年度中に策定するが，今後，基本指針や府計画の改定の有無や

内容が明らかになり次第，必要に応じて行動計画の見直しを検討する。 

 

３ 今後のスケジュール 

時 期 内 容 

平成３０年９～１０月 ・行動計画案のとりまとめ 

       １１月 ・推進会議委員への意見照会 

       １２月 ・パブリックコメントの実施（～１月） 

平成３１年   １月 

・パブリックコメントの取りまとめ 

・動物愛護推進会議（第２回）での行動計画  

最終案に対する意見聴取 

        ３月 ・行動計画の策定 

        ４月 ・行動計画の冊子の配布 

 

 

＜参考（京都動物愛護憲章）＞ 

 


